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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 1,500,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社に
おいて標準となる株式であります。なお、単元株式数は1,000
株となっております。

 

(注) １．平成29年５月19日開催の取締役会決議によります。

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 1,500,000株 162,000,000 81,000,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 1,500,000株 162,000,000 81,000,000
 

(注) １．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の総額

であります。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

108 54 1,000株 平成29年６月９日(金) １株あたり108 平成28年６月９日(金)
 

(注) １．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３．上記株式を割り当てた者から払込みがない場合には、当該株式に係る割当を受ける権利は消滅致します。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日までに後記払込取扱場所へ発行価

額の総額を払い込むものと致します。

５. 申込証拠金には、利息をつけません。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社日貿信　管理部 東京都中央区日本橋一丁目12番８号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　内幸町営業部 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
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３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

162,000,000 1,000,000 161,000,000
 

(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用600,000円、及びその他諸費用400,000円であります。

 

(2) 【手取金の使途】

本第三者割当増資は、後記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　ｃ．割当予定先の選

定理由　ア　第三者割当を行うこととした理由」に記載のとおり、平成28年９月第２四半期累計期間におきまし

て、フィービジネス事業では、家賃債務保証事業や不動産仲介手数料収入が前年実績を上回ったものの、Ｍ＆Ａ手

数料収入と資産流動化事業による収入が落ち込みました。また、ファイナンス事業や債権回収事業では収益を計上

したものの、営業費用と販売費及び一般管理費を賄うことができず、115百万円の営業損失を計上し、現金及び現金

同等物の平成28年９月期末残高は40百万円となる状況に陥ったことから、喫緊に資本増強を実施し、純資産の厚み

を増すことで、取引金融機関および顧客等から当社事業の継続性への信認を得ることを直接の目的としておりま

す。差引手取概算額161,000,000円の使途につきましては、運転資金に全額充当する予定です。具体的には業務の遂

行上必要なインフラ(人件費、事務所維持費等)の増強に充てる予定で、支出時期は平成29年６月以降で具体的には

未定です。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
 

ａ．割当予定先の概要

名称 一般社団法人南青山フォーラム

本店の所在地 東京都千代田区神田淡路町一丁目５番地３

代表者の役職及び氏名 代表理事　廣瀬彰

資本金 なし

事業の内容

1.投資全般に関する勉強会、交流会、講演会の
企画及び実施　2.株式その他有価証券類、法
人・組合等の出資持分の取得及び保有　3.不動
産の売買、保有、利用、賃貸及び管理　4.信託
契約に基づく信託受益権の売買、保有及び管
理　5.その他投資全般

主たる出資者 なし

ｂ．提出者と割当予定先
との間の関係

出資関係

当社が保有している割
当予定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有して
いる当社の株式の数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
 

 

ｃ．割当予定先の選定理由

ア　第三者割当を行うこととした理由

当社は第三者割当増資により調達する資金につきましては、運転資金に充てるとともに貸借対照表上の純資産

の部の内容の改善を図り、当社事業の継続性についての信認を得ることを目的としております。これは、平成20

年９月に生じましたリーマン・ブラザーズの経営破綻に起因する世界景気の後退による市況悪化の影響もあり、

以降毎期連続の当期純損失を計上しておりました。かかる中、当社再建にご理解ご支援を頂いている取引金融機

関および顧客等から資金繰りの安定化を指摘されておりました。このような環境下、平成28年９月第２四半期累

計期間末には、現金および現金及び現金同等物の残高が40百万円となる等、取引金融機関および顧客等から当社

事業の継続性への信認を得るためにも、喫緊に資本増強を実施し、純資産の厚みを増す必要が生じました。な

お、この第三者割当増資を行なうことは、純資産の厚みを作ることを目的としていることから、今後、当社の株

主価値及び企業価値を向上させるために必要不可欠なものであると考えております。

これが第三者割当増資が必要となった主な理由です。

当社といたしましては、株主・取引先・金融機関をはじめとする関係者の皆様に、当社の事業継続性への信認

を得るため、改めて純資産への厚みにつながる資本増強策として、公募増資、株主割当増資を検討いたしました

が、現時点での当社の財務状況、業績では当社の期待する資本調達の可能性は低いと考えざるを得えず、本第三

者割当増資を実施することが、資本調達できる最善の手段であると考え、迅速に実施することで、株主・取引

先・金融機関をはじめとする関係者の皆様の信認回復を図ることができるものと考えております。

本第三者割当増資にあたっては、発行株数が増加するため、１株当り株式価値に希薄化が生じます。具体的に

は、本第三者割当増資による新株式の発行株式の総数1,500,000株に係る議決権数は1,500個となり、当社の総議

決権数570個(平成29年３月31日現在)に占める割合が263.16％となりますが、第三者割当増資の実行により、純資

産の厚みを求める取引等の要請に応え、当社の事業継続性への信認を高めるためのものであります。
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以上のことから、現時点で本第三者割当増資を行うことが、当社の既存株主の皆様の利益を損なうことなく、

企業価値の向上に寄与するとともに、株式の価値を高めることにつながるものと判断いたしました。

本第三者割当増資の割当先として増資に応じて頂く一般社団法人南青山フォーラムは、平成29年３月に設立さ

れた法人ではありますが、当社の事業について深くご理解を頂いている先でもあり、改めて当社企業価値の向上

にご協力頂けるものと考えております。

　

イ　割当予定先との関係

(ア) 一般社団法人南青山フォーラム

一般社団法人南青山フォーラムは、平成29年３月に設立された法人であり、株式その他有価証券類、法人・

組合等の出資持分の取得及び保有等を事業目的としています。当社代表取締役である稲見文康は、平成28年９

月第２四半期累計期間末におきまして、営業損失、経常損失を計上し、平成29年３月期末におきましても営業

損失、経常損失を計上することが想定されたことから、昨年より不動産・金融情報交換等により親交を頂いて

おります一般社団法人南青山フォーラムの代表理事である廣瀨彰氏に当社資本増強に協力頂けるよう依頼いた

しましたところ、当社事業並びに経営方針に対して理解を頂戴し、出資への賛同を頂いた次第です。

 
ｄ．割り当てようとする株式の数

一般社団法人南青山フォーラム　　当社普通株式　　1,500,000株

 
ｅ．株券等の保有方針

当社は、割当予定先である、一般社団法人南青山フォーラムより当社に対するご支援を頂く趣旨から、中長期的

に当社株式を保有することを口頭で確認しております。

当社は、割当予定先に対して、払込期日から２年以内に割当株式の全部、または一部を譲渡する場合には、譲渡

を受ける者の氏名、名称及び譲渡株式数等の内容を直ちに当社へ書面で報告すること、当社が当該報告内容を関東

財務局に報告すること並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確認書を払込期日ま

でに締結する予定です。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

一般社団法人南青山フォーラムにつきましては、平成29年５月19日に訪問し、平成29年５月19日現在の預金の残

高を確認した結果、本第三者割当増資の払込みに関して問題ないと判断しております。

 
ｇ．割当予定先の実態

一般社団法人南青山フォーラムの全理事(２名)は税理士資格を有しており、同法人、全理事については、公益財

団法人暴追都民センターに照会を行い、暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより

経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体との関係がないと回答を得ました。なお、一般社団法人南

青山フォーラムに基金拠出者は存在しません。

 
ｈ．特定引受人に関する事項

本第三者割当増資により発行される新株式1,500,000株に係る議決権の数は1,500個であり、その結果、割当予定

先は、当社の総議決権の数の72.46％を保有することとなり、会社法第206条の２第１項に定める特定引受人に該当

します。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。
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３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠

当社は毎年、単元未満株主からの買取請求に対応するため、毎年期末の連結財務諸表ならびに確定申告書等の資

料により、毎年株価算定を依頼しており、平成28年３月期における買取価格は108円と算定されていることから、本

新株発行に関する取締役会決議日の直前営業日における須賀公認会計士事務所の算定による当社普通株式の単元未

満株式買取価格といたしました。

この発行価格は、平成28年７月29日発行の当社株式の株価算定書により算出された価格であり、配当還元価額、

純資産価額、収益還元価額による評価額に一定の加重平均割合ならびに非流動性ディスカウント値を乗じた価格で

あり、会社法第199条第３項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

なお、本取締役会に参加した当社監査役全員より、新株式の発行価格については、上記の通り決定されているこ

とから、当社の経営状況その他の要因を検討した結果であり、上記算定根拠による本新株式の発行にかかる発行価

格は有利発行にあたらない旨の意見をそれぞれ述べられております。

従って、当社は、本第三者割当増資における発行価格は合理的な水準であると考えております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により新規に発行する株式数1,500,000株に係る議決権の総数は、1,500個であります。本第三

者割当増資ならびに自社株式売却前の当社株式の発行済株式総数810,787株に係る議決権の総数570個の263.16％に

相当し、これによって１株当り株式価値に希薄化が生じます。

現在の当社は自己資金のみにより運営を行っておりますが、平成28年９月第２四半期累計期間末において、営業

損失、経常損失を計上し、平成29年３月期末におきましても営業損失、経常損失を計上する見込みであることか

ら、本第三者割当増資を迅速に実施することは、取引金融機関および顧客等より従来から求められていた資本増強

に応えることとなり、当社の事業継続性に信認頂けることに大きく寄与するものと判断されます。

本第三者割当増資により当社株式に希薄化が生じる結果となり、また、既存株主の皆様には議決権比率の低下が

生じることになりますが、本第三者割当増資による純資産の厚みを持たせることは、当社の将来的な企業価値の向

上となり、結果として既存株主の皆様の利益向上につながるものと判断しております。

従って、当社は、本第三者割当増資による１株当り株式価値の希薄化の影響は合理的な水準であると考えており

ます。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

本第三者割当増資により発行する普通株式の数は1,500,000株(議決権個数1,500個)であり、取締役会決議前におけ

る当社の発行済株式に係る議決権の数570個に対して263.16％の割合となり、既存株主の皆様に対して25％以上となる

大規模な希薄化が生じることになること、また、本第三者割当増資が行われた場合、一般社団法人南青山フォーラム

は当社の支配株主(親会社)となるため、本第三者割当増資は大規模な第三者割当増資に該当することになります。

 

EDINET提出書類

株式会社日貿信(E03691)

有価証券届出書（組込方式）

 6/14



 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

一般社団法人南青山フォー
ラム

東京都千代田区神田淡路
町１丁目５番３号

― ― 1,500 72.46％

ジャパンインベストメント
マネージメント有限会社

東京都中央区日本橋１丁
目12番８号

154 27.02％ 154 7.44％

佐藤　栄寿 宮城県栗原市 10 1.75％ 10 0.48％

猿渡　広義 大阪府八尾市 10 1.75％ 10 0.48％

翁長　清隆 千葉県富里市 10 1.75％ 10 0.48％

髙橋　憲治 埼玉県入間市 7 1.23％ 7 0.34％

株式会社整理回収機構
東京都中央区丸の内３丁
目４番２号

6 1.05％ 6 0.25％

飯塚　宗也 埼玉県上尾市 4 0.70％ 4 0.19％

野条　友子 兵庫県神戸市中央区 4 0.70％ 4 0.19％

國近　晃文 岡山県倉敷市 4 0.70％ 4 0.19％

川上　緑 愛知県名古屋市南区 4 0.70％ 4 0.19％

計 ― 214 37.54％ 1,714 82.80％
 

(注) １．平成29年３月31日現在の株主名簿に基づき記載をしております。なお、割当後の総議決権数に対する所有議

決権数の割合は、割当後の所有株式数に係る議決権数を平成29年３月31日現在の総議決権数570個に本第三

者割当増資により増加する議決権数1,500個を加えた数で除して算出した割合であります。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。

３．今回の割当予定先以外の株主(新株式発行前からの株主)の総議決権数に対する所有議決権数の割合について

は、平成29年３月31日より保有株式数に変更がないとの前提で計算したものであります。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

大規模な第三者割当増資を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取

締役会の判断の内容

ａ．大規模な第三者割当を行うこととした理由

前記「１　割当予定先の状況　ｃ．割当予定先の選定理由」に記載のとおり、当社再建にご理解ご支援頂いてい

る取引金融機関および顧客等から当社事業の継続性についての信認を得ることを目的としており、喫緊に資本増強

を実施し、純資産の厚みを増す必要が生じました。

ｂ．大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容

本第三者割当増資により発行する普通株式の数は1,500,000株(議決権個数1,500個)であり、取締役会決議前にお

ける当社の発行済株式に係る議決権の数570個に対して263.16％の割合で希薄化が生じることとなります。

しかしながら、当社は、大規模な希薄化を伴ってでも、本第三者割当増資により調達した資金は、純資産の厚み

を求める取引先等の要請に応え、当社の事業継続性への信認を高めるためであることから、本第三者割当増資を行

うことが、当社の既存株主の皆様の利益を損なうことなく、企業価値の向上に寄与するとともに、株式の価値を高

めることにつながるものと判断したものです。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。
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８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。

 
 
第三部 【追完情報】

 

１　平成28年８月31日に臨時報告書を提出しました。

ａ ［提出理由］

平成28年７月29日、当社代表取締役社長渡辺国夫の逝去にともない、当社の代表取締役に異動がありましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づ

き、提出するものであります。

 

ｂ ［報告内容］

代表取締役の異動(死亡による退任)

 
氏名

(生年月日)
旧役職名 異動年月日 異動日における所有株式数

渡辺　国夫
(昭和24年７月27日)

代表取締役社長 平成28年７月29日 40株
 

なお、平成28年７月29日開催の取締役会において取締役の役付変更を決議し、平成28年７月29日付で代表取締

役専務稲見文康が代表取締役社長に就任いたしました。

 

２　本件第三者割当増資による事業等のリスクの変更はありません。

 

　

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度
(第77期)

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月29日
関東財務局長に提出

半期報告書
事業年度

(第78期中間)
自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日

平成28年12月28日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ

ン)Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社日貿信(E03691)

有価証券届出書（組込方式）

10/14



独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年６月15日

株式会社  日  貿  信

取 締 役 会  御中

京橋監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    下    村    久    幸    ㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    小 宮 山          司    ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社日貿信の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社日貿信及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しています。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年６月15日

株式会社  日  貿  信

取 締 役 会  御中

京橋監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    下    村    久    幸    ㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    小 宮 山          司    ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社日貿信の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第77期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手することができなかった。

　

意見不表明の根拠

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度に続き、当事業年度においても、営業損

失、当期純損失及び特に営業損失については９期連続となっている。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在している。当該状況に対する対応策は当該注記に記載されているが、資金繰りの前提となる家賃債務保証事

業、Ｍ＆Ａ事業等の事業収入が極めて不透明な状況にあり、また販売費及び一般管理費の削減についての具体的な計画

は提示されなかった。

したがって、当監査法人は、経営者が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として財務諸表を作

成することに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

　

意見不表明

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、監査意

見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、当該財務諸表に対して意見を表明しな

い。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しています。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

　

平成28年12月26日

株式会社  日  貿  信

取 締 役 会  御中

京橋監査法人

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    下    村    久    幸    ㊞

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    小 宮 山          司    ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社日貿信の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成28年４月１

日から平成28年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

 

意見不表明の根拠

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に続き、当中間連結会計年度において

も、営業損失、親会社株主に帰属する中間純損失及び特に営業損失については９期連続となっている。継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。当該状況に対する対応策は当該注記に記載されているが、資金

繰りの前提となる家賃債務保証事業、Ｍ＆Ａ事業等の事業収入が極めて不透明な状況にあり、また、販売費及び一般管

理費の削減についての具体的な計画は提示されなかった。

したがって、当監査法人は、経営者が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として中間連結財務

諸表を作成することに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

　

意見不表明

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の中間連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑

み、中間監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、中間連結財務諸表に対

して意見を表明しない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

　

平成28年12月26日

株式会社  日  貿  信

取 締 役 会  御中

京橋監査法人

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    下    村    久    幸    ㊞

代表社員

業務執行社員
 公認会計士    小 宮 山          司    ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社日貿信の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第78期事業年度の中間会計期間(平成28年４月１日

から平成28年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手することができなかった。

 
意見不表明の根拠

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度に続き、当中間事業年度においても、営業

損失、中間純損失及び特に営業損失については１０期連続となっている。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在している。当該状況に対する対応策は当該注記に記載されているが、資金繰りの前提となる家賃債務保

証事業、Ｍ＆Ａ事業等の事業収入が極めて不透明な状況にあり、また、販売費及び一般管理費の削減についての具体的

な計画は提示されなかった。　

したがって、当監査法人は、経営者が進めている対応策についての監査証拠等、継続企業の前提として中間財務諸表

を作成することに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。　

 
意見不表明

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の中間財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、中

間監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、中間財務諸表に対して意見を

表明しない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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